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ワン
ポイント

（皐月）MAY

5 2020（令和2年）

◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月

マイナポイント　消費税率引上げ後の消費活性化やマイナンバーカードの取得促進に向
けた施策。マイナンバーカードを取得し、専用ID（マイキー ID）を設定の上、マイナポ
イントの申込（7月開始予定）を行ったキャッシュレス決済サービスでチャージ又は購入
すると、チャージ額等の25%（上限5千円分）のポイントが9月（予定）から付与されます。

国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月11日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 6月1日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 6月1日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 6月1日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 6月1日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付�
� 都道府県の条例で定める日
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５月号─2

１　

概
要

　

通
常
、
財
産
と
い
う
と
現
金
や
土

地
・
建
物
な
ど
、
具
体
的
な
形
の
あ

る
有
体
の
財
産
と
考
え
て
し
ま
い
ま

す
が
、
ほ
か
に
も
債
権
な
ど
の
権
利

で
あ
る
無
体
の
財
産
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
人
間
の
知
的
活
動
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
や
創

作
物
な
ど
の
財
産
的
な
価
値
の
も
の

を
総
称
し
て
「
知
的
財
産
」
と
呼
び

ま
す
。

　

知
的
財
産
の
中
に
は
特
許
権
や
実

用
新
案
権
な
ど
、
法
律
で
規
定
さ
れ

た
権
利
や
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益

に
係
る
権
利
と
し
て
保
護
さ
れ
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。
知
的
財
産
に
関
す

る
権
利
を
「
知
的
所
有
権
（
知
的
財

産
権
）」
と
い
い
ま
す
。

　

知
的
財
産
お
よ
び
知
的
所
有
権
は

各
種
の
条
約
や
法
令
に
お
い
て
様
々

に
定
義
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え

ば
「
世
界
知
的
所
有
権
機
関
を
設
立

す
る
条
約
」
に
よ
る
と
、
知
的
所
有

権
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。・　

文
芸
、
美
術
及
び
学
術
の

著
作
物

・　

実
演
家
の
実
演
、
レ
コ
ー

ド
及
び
放
送

・　

人
間
の
活
動
の
す
べ
て
の

分
野
に
お
け
る
発
明

・　

科
学
的
発
見

・　

意
匠

・　

商
標
、
サ
ー
ビ
ス
・
マ
ー

ク
及
び
商
号
そ
の
他
の
商
業

上
の
表
示

・　

不
正
競
争
に
対
す
る
保
護

　

に
関
す
る
権
利
並
び
に
産
業
、

学
術
、
文
芸
又
は
美
術
の
分
野

に
お
け
る
知
的
活
動
か
ら
生
ず

る
他
の
す
べ
て
の
権
利

　

知
的
財
産
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
は

急
増
し
て
い
ま
す
。
権
利
を
も
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
知
的
財
産
を
無
断

で
他
人
に
模
倣
・
使
用
さ
れ
な
い
よ

う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

し
、
そ
の
権
利
を
保
護
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
な

い
た
め
に
も
、
知
的
財
産
に
は
ど
の

よ
う
な
種
類
が
あ
り
法
律
で
保
護
さ

れ
る
の
か
を
、
き
ち
ん
と
理
解
し
て

お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２　

種
類

　

知
的
財
産
権
は
、
特
許
権
や
著
作

権
な
ど
の
創
作
意
欲
の
促
進
を
目
的

と
し
た
「
知
的
創
造
物
に
つ
い
て
の

権
利
」
と
、
商
標
権
や
商
号
な
ど
の

使
用
者
の
信
用
維
持
を
目
的
と
し
た

「
営
業
上
の
標
識
に
つ
い
て
の
権

利
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
知

的
財
産
権
は
、
大
き
く
「
産
業
財
産

権
」、「
著
作
権
」
に
も
区
分
さ
れ
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
権
利
は
一
つ
の
法
律
で

保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

様
々
な
法
律
に
よ
っ
て
保
護
が
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

産
業
財
産
権
と
著
作
権
と
で
は
、

保
護
す
る
対
象
物
が
異
な
っ
て
き
ま

す
。
た
と
え
ば
、
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
工
業
的
に
生
産
さ
れ

る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
れ
ば
意
匠
権
法
で

保
護
さ
れ
、
一
点
も
の
の
製
作
品
と

し
て
生
産
さ
れ
る
彫
刻
物
な
ど
の
デ

ザ
イ
ン
で
あ
れ
ば
著
作
権
法
で
保
護

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
権
利
の
法
律
を
理
解
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

３　

産
業
財
産
権

　

知
的
財
産
権
の
う
ち
、
特
許
権
、

実
用
新
案
権
、
意
匠
権
及
び
商
標
権

の
四
つ
を「
産
業
財
産
権
」と
い
い
、

特
許
庁
が
所
管
し
て
い
ま
す
。

⑴　

特
許
権

　
　

自
然
法
則
を
利
用
し
た
技
術
的

思
想
の
創
作
の
う
ち
の
高
度
な
も

知
的
財
産
権



3─５月号

の
で
あ
る
「
発
明
」
を
業
と
し
て

（
個
人
的
や
家
庭
内
で
の
利
用
を

除
く
と
い
う
意
味
で
す
）
独
占
的

に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

で
す
。
一
定
の
期
間
に
一
定
の
条

件
の
も
と
に
特
許
権
を
与
え
て
発

明
に
よ
る
利
益
を
発
明
者
に
独
占

さ
せ
、
そ
の
代
わ
り
に
発
明
を
一

般
に
公
表
し
、
特
許
の
有
効
期
間

終
了
後
は
そ
の
発
明
は
誰
で
も
利

用
で
き
る
も
の
と
し
て
、
発
明
者

の
利
益
を
守
る
こ
と
と
発
明
を
世

に
広
め
る
こ
と
を
両
立
さ
せ
る
こ

と
で
発
明
の
促
進
と
産
業
の
発
達

を
行
う
の
が
特
許
の
目
的
で
す
。

　
　

な
お
、
特
許
権
の
存
続
期
間
は

出
願
の
日
か
ら
原
則
と
し
て
二
〇

年
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

⑵　

実
用
新
案
権

　
　

物
品
の
形
状
、
構
造
ま
た
は
組

合
せ
に
つ
い
て
の
「
考
案
」
を
業

と
し
て
独
占
的
に
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
権
利
で
す
。
特
許
権
と

の
大
き
な
違
い
は
、
特
許
権
で
は

新
規
性
等
に
つ
い
て
特
許
庁
で
審

査
を
し
、
こ
の
審
査
を
通
ら
な
い

と
特
許
権
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

実
用
新
案
権
の
場
合
に
は
、
形
式

的
な
条
件
だ
け
を
審
査
し
、
こ
れ

に
通
れ
ば
実
用
新
案
権
が
得
ら
れ

る
と
い
う
比
較
的
安
易
に
取
得
で

き
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
実
用
新
案
は
、
新
規
性
等
に

つ
い
て
は
無
審
査
で
権
利
が
得
ら

れ
る
の
で
す
。
な
お
、
実
用
新
案

権
の
存
続
期
間
は
出
願
の
日
か
ら

原
則
と
し
て
一
〇
年
を
も
っ
て
終

了
し
ま
す
。

⑶　

意
匠
権

　
　

物
品
（
物
品
の
部
分
を
含
む
）

の
形
状
、
模
様
、
色
彩
ま
た
は
こ

れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
視
覚
を
通

じ
て
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
「
意
匠
」
を
業
と
し
て
独
占

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
で
す
。

　
　

物
品
の
特
徴
的
な
デ
ザ
イ
ン
に

対
し
て
与
え
ら
れ
る
独
占
排
他
権

と
な
り
ま
す
。
物
品
全
体
の
デ
ザ

イ
ン
の
他
、
部
分
的
に
特
徴
の
あ

る
デ
ザ
イ
ン
や
、
画
像
の
デ
ザ
イ

ン
等
が
そ
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
意
匠
権
の
存
続
期
間
は
、

今
年
四
月
よ
り
登
録
の
日
か
ら
原

則
と
し
て
二
五
年
（
改
正
前
は

二
〇
年
）を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

⑷　

商
標
権

　
　

文
字
、
図
形
、
記
号
、
立
体
的

形
状
、
も
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ

ら
の
結
合
、
音
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
業
と
し

て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
「
商

標
」
を
独
占
的
に
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
権
利
で
す
。
な
お
、
商

標
権
の
存
続
期
間
は
登
録
の
日
か

ら
原
則
と
し
て
一
〇
年
を
も
っ
て

終
了
し
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
商
標
権
の
存
続
期
間

に
つ
い
て
は
、
商
標
権
者
の
更
新

登
録
の
申
請
に
よ
り
更
新
を
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。

４　

著
作
権

　

著
作
権
と
は
、
著
作
者
が
自
ら
創

作
し
た
次
の
よ
う
な
著
作
物
に
つ
い

て
、
無
断
で
コ
ピ
ー
や
改
変
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
を

さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
権
利
で
す
。

①　

小
説
、
脚
本
、
論
文
、
講
演
そ

の
ほ
か
の
言
語
の
著
作
物

②　

音
楽
の
著
作
物

③　

舞
踊
ま
た
は
無
言
劇
の
著
作
物

④　

絵
画
、
版
画
、
彫
刻
そ
の
ほ
か

の
美
術
の
著
作
物

⑤　

建
築
の
著
作
物

⑥　

地
図
ま
た
は
学
術
的
な
図
面
、

図
表
、
模
型
そ
の
ほ
か
の
図
形
の

著
作
物

⑦　

写
真
の
著
作
物

⑧　

映
画
の
著
作
物

⑨　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物

５　

そ
の
他
の
知
的
財
産
権

⑴　

回
線
配
置
利
用
権

　
　

回
線
配
置
利
用
権
と
は
、
半
導

体
の
回
路
配
置
を
、
業
と
し
て
一

定
の
範
囲
で
独
占
的
に
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
権
利
で
す
。

⑵　

育
成
者
権
と
は

　
　

育
成
者
権
と
は
、
植
物
の
新
品

種
を
育
成
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を

業
と
し
て
独
占
的
に
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
権
利
で
す
。

⑶　

不
正
競
争
防
止
法

　
　

⑴
及
び
⑵
の
知
的
財
産
の
権
利

に
加
え
て
、
事
業
者
間
の
公
正
な

競
争
を
確
保
す
る
た
め
の
法
律
で

あ
る
不
正
競
争
防
止
法
が
、
知
的

財
産
を
保
護
す
る
働
き
を
し
て
い

ま
す
。

　
　

未
登
録
の
周
知
・
著
名
な
商

標
、
商
品
形
態
の
模
倣
、
営
業
秘

密
の
不
正
取
得
・
利
用
な
ど
、
知

的
財
産
に
関
す
る
不
正
競
争
を
防

止
す
る
働
き
も
持
っ
て
い
ま
す
。
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　歌舞伎をご覧になったことはあります
か？言わずと知れた、日本が世界に誇る伝
統文化ですね。
　マイクロソフト日本法人の元代表取締役
社長である成毛眞氏は、同社の社長職を退
いてから歌舞伎をよく観るようになったそ
うですが、なぜ誰も教えてくれなかったの
かと思うほどその面白さに引き込まれ、特
に自身と同じビジネスパーソンに必須の教
養であるとして、「ビジネスマンへの歌舞
伎案内」という本を出版しています。
　さて、冒頭で「日本が世界に誇る伝統文
化」と言いましたが、歌舞伎はご存知の通
り松竹株式会社という一民間企業が運営す
る興行です。
　大相撲や文楽のように、公益性が認定さ
れた公益財団法人の運営でもおかしくない
はずですがなぜでしょうか。
　江戸時代から、歌舞伎は各劇場が独自に

興行を行っていました。そんな劇場のひと
つである京都の祗園館という劇場に、売店
を営む家の子どもである松次郎・竹次郎と
いう双子の少年がいました。2人は明治
23年の正月に、当代きっての名俳優、九
代目市川團十郎・初代中村鴈治郎の舞台を
見て、芝居に一生を捧げる決意をしたそう
です。
　その後歌舞伎を主とした演劇の興行を自
ら行うようになり、次々と劇場を買収、そ
して昭和４年、すべての歌舞伎興行を2人
が興した松竹という会社が行うようになっ
たのです。また、文楽座の経営危機を受け、
昭和38年の国家献納まで約半世紀の間、
文楽を支えていたそうです。
　現在、松竹の直営劇場は４つ、歌舞伎座・
新橋演舞場（東京都）・大阪松竹座（大阪府）・
南座（京都府）です。もし機会があれば、
敷居が高いと躊躇せずぜひ足を運んでみて
下さい。
参考文献：松竹株式会社HP

歌舞伎とビジネス

　仕事上、今必要なスキルを学ぶのが「研
修会」とすれば、将来を見据え学ぶのが「勉
強会」でしょうか。
　差し迫っていないだけにモチベーション
の維持が難しく、運営側の準備の手間・負
担に対し参加者がどれだけの興味をもって
意欲的に学んでくれるのか相応のものがな
ければ、準備するだけ時間の無駄で勉強会
を開く意味はあまりないでしょう。うまく
参加者の興味を引き、短時間でも継続的に
開くことができれば、社内活性化、人材育
成等多くのメリットをもたらしてくれるで
しょう。
　勉強会を通じて従業員同士よく知り合う
ことができれば、それだけ仕事も円滑に進
められ、ひいては会社のお客様への質の高
いサービスにつながります。そのような時
間が取れない場合は、各々が空いた時間に
少しずつでも勉強ができるよう、動画教材
を用意しておくのもいいかもしれません。

社内勉強会　
自
分
の
持
ち
物
で
、
何
に
お
金
を

か
け
る
べ
き
か
？
ひ
と
つ
普
遍
的
な

答
え
が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は「
毎

日
」
そ
し
て
「
長
時
間
」
使
う
も
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
ど
ん
な
職
業
で
あ
っ
て
も
、
誰
も

が
毎
日
長
時
間
使
う
も
の
と
言
え

ば
、一
番
は
や
は
り
寝
具
で
し
ょ
う
。

　
日
本
人
の
平
均
睡
眠
時
間
は
、
調

査
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
お
お
よ

そ
七
時
間
前
後
だ
そ
う
で
す
。

　
こ
の
間
ず
っ
と
体
を
預
け
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
快
適
な
眠
り
を
も

た
ら
す
為
に
は
寝
具
の
働
き
が
重
要

で
す
。

　
自
分
に
合
っ
た
寝
具
を
選
び
睡
眠

の
質
を
上
げ
る
こ
と
は
、
健
康
の
維

持
に
直
接
つ
な
が
り
ま
す
。

　
健
康
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
、
幸

せ
な
職
業
人
へ
の
大
き
な
一
歩
で
す
。

何
に
お
金
を
か
け
る
べ
き
か


